
第９ 予防給付利用者等にかかる新しい総合事業への移行について
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（３）移行事務

①要支援者への事前説明（実施時期：平成 年 ～ 月）
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（３）移行事務

① 利用者等の 合の 合

事前説明（実施時期：平成 年 ～ 月）
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（３）移行事務

① 利用者等の 合の 合

事前説明（実施時期：平成 年 ～ 月）
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移行手続き（実施時期：平成 年 月以降）
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② 事業利用者等の 合

事前説明（実施時期：平成 年 ～ 月）
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（事前説明内容）
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移行手続き（実施時期：平成 年 月以降）
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②二次
予防事業
新規希望

利用
決定

③ｻｰﾋﾞｽ
事業

利用希望

サービス
事業

利用希望

サービス
事業
手続き

④二次
予防事業
希望

原則
利用不可

サービス
事業

利用希望

非該当

サービス
事業
手続き

認定
サービス
事業利用

⑤要介護
認定新規
申請希望

サービス
事業を
利用開始

新しい総合事業の利用希望者と二次予防事業新規利用希望者の手続きの流れについて

サービス事業
へ移行

予防給付利用（29年5月よりサービス事業へ移行）

６月２８年４月 ５月

サービス事業手続き

①要介護
認定新規
申請希望

サービス事業
利用希望

非該当

二次予防事業利用
（サービス事業手続きも実施）

認定

サービス
事業を
利用開始
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�

②二次
予防事業
新規希望

利用
決定

③ｻｰﾋﾞｽ
事業

利用希望

サービス
事業

利用希望

サービス
事業
手続き

④二次
予防事業
希望

原則
利用不可

サービス
事業

利用希望

非該当

サービス
事業
手続き

認定
サービス
事業利用

⑤要介護
認定新規
申請希望

サービス
事業を
利用開始

新しい総合事業の利用希望者と二次予防事業新規利用希望者の手続きの流れについて

サービス事業
へ移行

予防給付利用（29年5月よりサービス事業へ移行）

６月２８年４月 ５月

サービス事業手続き

①要介護
認定新規
申請希望

サービス事業
利用希望

非該当

二次予防事業利用
（サービス事業手続きも実施）

認定

サービス
事業を
利用開始

新しい総合事業への移行のフローチャート（案） 

区分 

要支援者 二次予防事業利用者 

・訪問介護 
・通所介護 いずれかを利用 

・得トク運動教室 
・高齢者自立支援訪問事業 
・高齢者自立支援配食サービス事業 
のいずれかを利用 

１月   

２月   

３月   

４月 

  

５月 

  

６月 

  

注：要支援者は順次移行するため、５月以降も認定更新案内に合わせて移行手続きを順次実施。 

事前説明 Ａ、Ｂ

該当者全員へモニタリング時

などに説明。（予め希望等を

聞いておくこと）

事前説明 Ａ

該当者全員へ個別に説明。上記以外の二

次予防事業利用者は別対応

移行手続 認定期限：

・予防給付と併用

・本人希望

認定更新

手続き

①基本チェックリストの実施 Ａ

②必要書類の作成 Ａ

・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ依頼届出書

・重要事項説明書の取り交わし

※被保険者証は後日回収。

④介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施 Ａ Ｂ

・サービス担当者会議を実施

⑤指定事業者と契約

移行手続

①基本チェックリストの実施 Ａ

※介護予防ケアマネジメントにおける

アセスメントも同時に実施

②必要書類の作成 Ａ

・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ依頼届出書

・重要事項説明書の取り交わし

※被保険者証は後日回収。

③必要書類の届出 Ａ

・ ～ 日の期間に区福祉課へ届出

④介護予防ケアマネジメント実施 Ａ

・サービス担当者会議は省略可

被保険者証・負担割合証の送付

サービス事業を利用開始

Ａ：いきいき支援センター Ｂ：委託居宅介護支援事業所 

⑤指定事業者と契約

③必要書類の届出 Ａ（随時届出）
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